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【バーゼル規制（国内基準）の変遷】
<バーゼルⅠ>

<バーゼルⅡ>

<バーゼルⅢ>

<バーゼルⅢ最終化>

銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第１の柱の対象となっていないリスクも含め金融機関自らがリ
スクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理が求めら
れ、更に、自己資本の充実の取り組み及び自発的に創意工夫をしたリスク管理の方法については、監督
当局による検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を講ずることとされています。

「第３の柱（市場規律）」

開示の充実を通じて市場規律の実効性を高めることとされ、自己資本比率とその内訳、各リスクのリスク量
とその計算方法等について情報開示が求められています。本開示（定量的開示事項）は、この第３の柱へ
の対応によるものです。

（参考）バーゼルとは国際決済銀行（Bank for International Settlements、略称：ＢＩＳ）のこと。
　　　　　中央銀行間の通貨売買（決済）や預金の受け入れなどを業務としている組織で、１９３０年に第一次世界大戦で敗
　　　　　戦したドイツの賠償金支払いを統括する機関として設立されました。本部はスイスのバーゼルにあり、決議事項等は
　　　　　１９７４年にＧ１０諸国の中央銀行総裁らにより創設された機関である「バーゼル銀行監督委員会」で４年に１度、定
　　　　　期委員会を開催し、決定しています。

２から８ページ「自己資本の充実の状況」等については、自己資本比率規制（バーゼル規制）における「開
示を通じた市場規律（第３の柱）」に基づき掲載しています。

バーゼルⅢは３つの柱【第１の柱（最低所要自己資本比率）、第２の柱（金融機関の自己管理と監督上の
検証）、第３の柱（市場規律）】から成り立っています。

「第１の柱（最低所要自己資本比率）」

最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリスクの計測を現行
規制より精緻化するという点が最も大きな特徴です。具体的には、信用リスク（貸倒れのリスク）の計測の精
緻化に加え、オペレーショナル・リスク（事務事故やシステム障害等により金融機関が被るリスク）の計測を
自己資本比率の算定に反映させています。

「第２の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）」

最低所要自己資本比率を求めるもので平成５年３月３１日より適用が開始されました。バーゼルⅠ当時は
住宅ローンのリスク・ウエイトが５０％、中小企業向け貸出であっても大企業向け貸出と同じリスク・ウエイトが
１００％でした。

バーゼルⅠに比べ、より細分化されたリスク・ウエイトや業務過程でのオペレーショナル・リスクを導入し自己
資本比率を算出することになり平成１９年３月３１日より適用が開始されました。

ＢＩＳ規制の内容を見直し、より金融機関のリスクを反映させたバーゼルⅡに次ぐ、新たな枠組み （規制強
化）で、国際統一基準行の新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）については、平成２５年３月末より段階
的に実施されています。しかし国内においてのみ活動する国内基準行向けの規制については、従来の最
低比率を維持しつつ、自己資本の質の向上を図る一方で、業態の特性等も勘案した新国内基準が平成２
６年３月３１日より適用となりました。

バーゼルⅢの最終改定版です。リスク資産の計算方法を標準化し、金融機関の財務健全性を高めること
を目的としています。市場リスクや信用リスクの測定が厳格化されました。
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自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

　自己資本の構成に関する事項

(単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目　　（１）

39,318 41,114

25,065 25,056

14,657 16,264

401 201

△3 △5

790 795

790 795

- - 

- - 

40,109 41,909

コア資本に係る調整項目　　(２)

912 834

- - 

912 834

- - 

- - 

- - 

- - 

41 57

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

953 891

39,155 41,018

リスク・アセット等　　(３)

573,147 567,146

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

- - 

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 - - 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 25,435 25,435

- - 

598,582 592,582

自己資本比率

6.54% 6.92%

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

項             目 2025年3月末 2025年9月末

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(イ)

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用金庫連合会の対象普通出資等の額

特定項目に係る１０パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

信用リスク・アセット調整額

特定項目に係る１５パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（ロ）

自己資本

自己資本の額((イ)－(ロ))　　　　                                    　　（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額

　　　（平成18年金融庁告示第21号）に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準金庫であります。

フロア調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額　　                    　           　　(ニ)

自己資本比率((ハ)／(ニ))

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫
　　　及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
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自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

　自己資本の充実度に関する事項

（単位：百万円）

2025年3月末 2025年9月末

リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセットの合計額 573,147 22,925 567,146 22,685

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 569,587 22,783 563,611 22,544

現金 - - - - 

我が国の中央政府及び中央銀行向け - - - - 

外国の中央政府及び中央銀行向け - - - - 

国際決済銀行等向け - - - - 

我が国の地方公共団体向け - - - - 

外国の中央政府等以外の公共部門向け - - - - 

国際開発銀行向け - - - - 

地方公共団体金融機構向け 50 2 50 2

我が国の政府関係機関向け 1,156 46 1,151 46

地方三公社向け 1,420 56 1,420 56

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 58,935 2,357 54,211 2,168

　第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,200 48 1,200 48

カバード・ボンド向け - - - - 

法人等向け 184,663 7,386 184,611 7,384

中小企業等向け及び個人向け

中堅中小企業等向け及び個人向け 29,350 1,174 29,130 1,165

　トランザクター向け 721 28 724 28

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

　不動産関連向け 216,652 8,666 216,898 8,675

　自己居住用不動産等向け 92,357 3,694 91,135 3,645

　賃貸用不動産向け 45,097 1,803 47,916 1,916

　事業用不動産関連向け 75,272 3,010 73,697 2,947

　その他不動産関連向け 3,924 156 4,149 165

　ADC向け - - - - 

劣後債権及びその他資本性証券等 - - - - 

三月以上延滞等

延滞等向け 41,775 1,671 40,844 1,633

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 1,432 57 1,426 57

取立未済手形 144 5 103 4

信用保証協会等による保証付 8,081 323 8,426 337

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 - - - - 

出資等

株式等 222 8 222 8

上記以外 25,701 1,028 25,114 1,004

　重要な出資のエクスポージャー - - - - 

- - - - 

6,559 262 6,280 251

6,553 266 6,491 259

- - - - 

- - - - 

　上記以外のエクスポージャー 12,488 499 12,342 493

　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい
　ない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段
　に係るエクスポージャー

　他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資
　等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外の
　ものに係るエクスポージャー

　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
　調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージ
　ャー

　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクス
　ポージャー

　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい
　る他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に
　関するエクスポージャー

　総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい
　ない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段
　のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を
　上回る部分に係るエクスポージャー
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自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

　自己資本の充実度に関する事項

（単位：百万円）

2025年3月末 2025年9月末

リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

②証券化エクスポージャー - - - - 

証券化 - - - - 

　STC要件適用分 - - - - 

　非STC要件適用分

　短期STC要件適用分 - - - - 

　不良債権証券化適用分 - - - - 

　STC・不良債権証券化適用対象外分 - - - - 

再証券化 - - - - 

3,560 142 3,535 141

ルック・スルー方式 3,560 142 3,535 141

マンデート方式 - - - - 

蓋然性方式（250％） - - - - 

蓋然性方式（400％） - - - - 

フォールバック方式（1250％） - - - - 

④未決済取引 - - - - 

- - - - 

- - - - 

⑦中央清算機関関連エクスポージャー - - - - 

25,435 1,017 25,435 1,017

BI 16,957 16,957

BIC 2,034 2,034

598,582 23,943 592,582 23,703

　　　　　③３ケ月以上限度額を超過した当座貸越であること

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経
過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

⑥ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額（簡便法）

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して
得た額

ハ．単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額
　（イ＋ロ）

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％

　　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。

　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。

　　　４．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことである。

　　　　　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること

　　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと

　　　５．当金庫では、マーケット・リスクに関する事項はありません。

　　　６．当金庫は、標準的手法かつＩＬＭを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（2024年度計数）。

　　　７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％
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■　地域別・業種別・残存期間別エクスポージャーの期末残高
（単位：百万円）

エクスポージャー区分

地域区分

業種区分

期間区分

2025年
3月末

2025年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

2025年
3月末

2025年
9月末

国内 1,398,828 1,413,724 778,213 786,515 228,878 237,388 - - 37,282 36,593

国外 12,003 12,001 - - 12,003 12,001 - - - -

地域別合計 1,410,831 1,425,726 778,213 786,515 240,881 249,390 - - 37,282 36,593

製造業 13,008 12,076 12,462 11,530 500 500 - - 564 459

農業、林業 169 161 169 161 - - - - - -

漁業 148 129 148 129 - - - - - -

鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - - - - -

建設業 58,834 59,837 58,834 59,837 - - - - 1,883 1,832

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 11,120 10,997 2,622 2,499 8,498 8,498 - - - -

情報通信業 2,336 2,265 2,316 2,245 - - - - 8 7

運輸業、郵便業 26,372 26,627 9,042 8,797 17,300 17,800 - - 179 179

卸売業、小売業 37,828 37,292 37,810 37,274 - - - - 1,312 1,274

金融業、保険業 387,625 387,946 9,577 10,889 23,802 23,800 - - 66 82

不動産業 291,188 292,708 288,978 290,499 - - - - 21,387 20,843

物品賃貸業 894 864 891 861 - - - - 4 4

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 8,282 7,658 8,243 7,619 - - - - 15 12

宿泊業 9,238 8,887 9,213 8,862 - - - - 483 567

飲食業 30,488 30,807 30,488 30,807 - - - - 936 982

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 25,484 24,187 25,484 24,187 - - - - 6,323 6,209

教育、学習支援業 5,187 4,999 5,187 4,999 - - - - - -

医療、福祉 17,896 18,110 17,836 18,060 - - - - 482 476

その他のｻｰﾋﾞｽ 19,705 27,252 19,671 27,217 - - - - 1,377 1,371

国・地方公共団体等 214,258 223,756 23,477 24,965 190,781 198,791 - - - -

個人 215,753 215,070 215,753 215,070 - - - - 2,258 2,289

その他 35,007 34,088 1 - - - - - - -

業種別合計 1,410,831 1,425,726 778,213 786,515 240,881 249,390 - - 37,282 36,593

１年以下 202,786 203,146 134,858 141,979 3,926 10,166 - -

１年超３年以下 220,592 226,113 70,186 70,956 46,839 50,100 - -

３年超５年以下 119,419 141,995 46,073 61,027 54,546 66,668 - -

５年超７年以下 132,135 104,016 71,723 50,534 47,111 35,682 - -

７年超１０年以下 181,572 178,552 96,649 96,839 48,122 48,413 - -

１０年超 415,324 418,859 356,889 363,399 40,335 38,359 - -

期間の定めのないもの 139,000 153,041 1,831 1,778 - - - -

残存期間別合計 1,410,831 1,425,726 778,213 786,515 240,881 249,390 - -

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　　３．「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
　　　　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること
　　　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
　　　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
　　　４．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。
　　　　　具体的には現金や有形固定資産が含まれます。
　　　５．ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　６．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

　信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

信用リスクエクスポージャー期末残高

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以
外のオフ・バランス取引

債券 デリバティブ取引 延滞エクスポージャー
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■　一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合計

■　業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単位：百万円）

製造業

農業、林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

電気、ガス、熱供給、水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業

物品賃貸業

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業

飲食業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個人

合計

■　リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

　　　　４０％未満
　　４０％～７０％
　　　　　　７５％
　　　　　　８０％
　　　　　　８５％
　９０％～１００％
１０５％～１３０％
　　　    １５０％
　　    　２５０％
　　      ４００％
　    １，２５０％

その他
合計

　　　　４０％未満
　　４０％～７０％
　　　　　　７５％
　　　　　　８０％
　　　　　　８５％
　９０％～１００％
１０５％～１３０％
　　　    １５０％
　　    　２５０％
　　      ４００％
　    １，２５０％

その他
合計

- - - - 

99,657 2,922 10.000 98,131
106,772 2,719 9.995 105,591
73,299 - - 72,794

- 1.000 223
- - - - 
- - - - 

164,533
38,128 4,103

自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

2025年3月末 2025年9月末

期首残高
当期

増加額
当期

減少額
期末残高 期首残高

当期
増加額

当期
減少額

期末残高

795
5,481 5,427

6,552 6,271

839 790 839 790 790 795 790

2025年3月末 2025年9月末

6,552 6,271 6,271 6,222 6,271 6,222
5,713 5,481 5,713 5,481 5,481 5,427

個別貸倒引当金
貸出金
償却

個別貸倒引当金
貸出金
償却期首残高

当期
増加額

当期
減少額

期末残高 期首残高
当期

増加額
当期

減少額
期末残高

12 34 12 34 - 34 4 34 4 -

-

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

539 614 539 614 0 614 629 614 629 -

- - - - - - - - -

-

- 0 - 0 - 0 0 0 0 -

- - - - - - - - -

-

212 212 212 212 - 212 210 212 210 -

4 3 4 3 - 3 2 3 2

-

2,523 2,486 2,523 2,486 0 2,486 2,464 2,486 2,464 -

105 11 105 11 - 11 11 11 11

-

15 8 15 8 - 8 8 8 8 -

4 4 4 4 - 4 4 4 4

-

141 138 141 138 - 138 151 138 151 -

270 39 270 39 - 39 43 39 43

-

- - - - - - - - - -

1,353 1,359 1,353 1,359 - 1,359 1,340 1,359 1,340

-

316 211 316 211 - 211 207 211 207 -

13 81 13 81 - 81 82 81 82

-

200 275 200 275 - 275 267 275 267 -

- - - - - - - - -

-
（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。

（注）２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

2025年3月末
CCF・信用リスク削減効果適用前

CCFの加重平均
値（％）

資産の額及び与信相当
額の合計額（CCF・信用
リスク削減効果適用後）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

5,713 5,481 5,713 5,481 0 5,481 5,427 5,481 5,427

（単位：百万円）

857,141 1,662 4.126 856,633
162,396 17,786 13.532

（注）１．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

（注）２．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクは含まれていません。

10.426 35,500
- - - - 

1,372,072 29,311 7.873 1,367,833

34,452 117 96.205 34,425
223

37,443 4,138 10.405 35,051

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

873,963 4,041 3.845 866,084

（単位：百万円）

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

2025年9月末
CCF・信用リスク削減効果適用前

CCFの加重平均
値（％）

資産の額及び与信相当
額の合計額（CCF・信用
リスク削減効果適用後）

160,398 17,700 13.448 162,515

9.996 104,541
75,145 - - 74,715

- - - -
101,019 3,785 10.000 99,337
105,497 2,315

- - - -
- - - -

33,239 112 98.550 33,297
223 - 1.000 223

- - - -
1,386,932 32,093 7.636 1,375,767

（注）３．｢CCFの加重平均値(％)｣とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポー

（注）３．ジャーの額を、CCF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーのオフ・バランスの額に掲げる額で除して算出した値のことです。
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■　標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳

（単位：百万円）

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

信用リスク・
アセットの額

現金 11,433 - 11,433 - - 0%

我が国の中央政府及び中央銀行向け 156,572 - 156,572 - - 0%

外国の中央政府及び中央銀行向け - - - - - - 

国際決済銀行等向け - - - - - - 

我が国の地方公共団体向け 140,229 - 140,229 - - 0%

外国の中央政府等以外の公共部門向け - - - - - - 

国際開発銀行向け - - - - - - 

地方公共団体金融機構向け 832 - 500 - 50 10%

我が国の政府関係機関向け 12,766 - 9,833 - 1,151 12%

地方三公社向け 19,599 - 19,599 - 1,420 7%

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 271,055 0 271,055 0 54,211 20%

　第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 6,000 - 6,000 - 1,200 20%

カバード・ボンド向け - - - - - - 

法人等向け（特定貸付債権向けを含む） 238,963 9,170 228,291 1,532 184,611 80%

　特定貸付債権向け - - - - - - 

中堅中小企業等向け及び個人向け 48,674 22,364 46,051 2,048 29,130 61%

　トランザクター向け - 16,750 - 1,675 724 43%

不動産関連向け 326,047 - 324,898 - 216,898 67%

　自己居住用不動産等向け 191,091 - 190,708 - 91,135 48%

　賃貸用不動産向け 57,049 - 56,866 - 47,916 84%

　事業用不動産関連向け 70,967 - 70,407 - 73,697 105%

　その他不動産関連向け 6,939 - 6,916 - 4,149 60%

　ＡＤＣ向け - - - - - - 

劣後債権及びその他資本性証券等 - - - - - - 

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 29,425 162 29,298 127 40,844 139%

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 1,598 - 1,598 - 1,426 89%

取立未済手形 517 - 517 - 103 20%

信用保証協会等による保証付 129,810 395 129,469 39 8,426 7%

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 - - - - - - 

株式等 223 - 223 - 222 99%

合計 538,495

自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後

リスク・ウェイトの加
重平均値（％）

2025年9月末
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自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

■　標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウエイトの区分ごとの内訳

0% 10% 15% 20% 25% 30% 31.25% 35.0% 37.5% 40% 43.8% 45% 50% 56.25% 60% 62.5%

2025年9月末

現金 11,433 - - - - - - - - - - - - - - - 

我が国の中央政府及び中央銀行向け 156,516 - - - - - - - - - - - - - - - 

外国の中央政府及び中央銀行向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

国際決済銀行等向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

我が国の地方公共団体向け 140,116 - - - - - - - - - - - - - - - 

外国の中央政府等以外の公共部門向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

国際開発銀行向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

地方公共団体金融機構向け - 832 - - - - - - - - - - - - - - 

我が国の政府関係機関向け - 11,044 - 1,700 - - - - - - - - - - - - 

地方三公社向け 12,499 - - 7,100 - - - - - - - - - - - - 

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け - - - 270,451 - - - - - - - - - - - - 

　第一種金融商品取引業者及び保険会社向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

カバード・ボンド向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

法人等向け（特定貸付債権向けを含む） 6,611 - - 23,277 - - - - - - - - 10,133 - - - 

　特定貸付債権向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

中堅中小企業等向け及び個人向け - - - 8,515 - - - - - - - 1,556 7,174 - - - 

　トランザクター向け - - - 118 - - - - - - - 1,556 - - - - 

不動産関連向け - 2,977 - 50,614 6,184 22,672 36 3,183 20 10,536 178 6,162 13,113 612 10,546 3

　自己居住用不動産等向け - 2,977 - 50,614 6,184 16,754 36 - 20 10,536 - - 13,113 - - 3

　賃貸用不動産向け - - - 0 - 5,917 - 3,183 - - 178 6,162 - 612 3,629 - 

　事業用不動産関連向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

　その他不動産関連向け - - - - - - - - - - - - - - 6,916 - 

　ＡＤＣ向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

劣後債権及びその他資本性証券等 - - - - - - - - - - - - - - - - 

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） - - - 59 - - - - - - - - 353 - - - 

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 - 47 - 161 - - - - - - - - - - - - 

取立未済手形 - - - 517 - - - - - - - - - - - - 

信用保証協会等による保証付 45,247 84,261 - - - - - - - - - - - - - - 

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 - - - - - - - - - - - - - - - - 

株式等 - - - - - - - - - - - - - - - - 

合計 372,424 99,163 - 362,397 6,184 22,672 36 3,183 20 10,536 178 7,718 30,773 612 10,546 3

70% 75% 80% 85% 90% 93.75% 100% 105% 110% 112.5% 130% 150% 250% 400% その他 合計

現金 - - - - - - - - - - - - - - - 11,433

我が国の中央政府及び中央銀行向け - - - - - - - - - - - - - - - 156,516

外国の中央政府及び中央銀行向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

国際決済銀行等向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

我が国の地方公共団体向け - - - - - - - - - - - - - - - 140,116

外国の中央政府等以外の公共部門向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

国際開発銀行向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

地方公共団体金融機構向け - - - - - - - - - - - - - - - 832

我が国の政府関係機関向け - - - - - - - - - - - - - - - 12,744

地方三公社向け - - - - - - - - - - - - - - - 19,599

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け - - - - - - - - - - - - - - - 270,451

　第一種金融商品取引業者及び保険会社向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

カバード・ボンド向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

法人等向け（特定貸付債権向けを含む） - - - 99,337 - - 90,440 - - - - - - - - 229,800

　特定貸付債権向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

中堅中小企業等向け及び個人向け - 30,853 - - - - 0 - - - - - - - - 48,099

　トランザクター向け - - - - - - - - - - - - - - - 1,675

不動産関連向け 102,145 4,198 - - 6,796 185 - 29,357 44,605 751 - 10,013 - - - 324,898

　自己居住用不動産等向け 90,004 461 - - - - - - - - - - - - - 190,708

　賃貸用不動産向け - 3,736 - - - 185 - 29,357 - - - 3,900 - - - 56,866

　事業用不動産関連向け 12,140 - - - 6,796 - - - 44,605 751 - 6,113 - - - 70,407

　その他不動産関連向け - - - - - - - - - - - - - - - 6,916

　ＡＤＣ向け - - - - - - - - - - - - - - - - 

劣後債権及びその他資本性証券等 - - - - - - - - - - - - - - - - 

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） - - - - - - 5,730 - - - - 23,283 - - - 29,426

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 - - - - - - 1,389 - - - - - - - - 1,598

取立未済手形 - - - - - - - - - - - - - - - 517

信用保証協会等による保証付 - - - - - - - - - - - - - - - 129,509

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 - - - - - - - - - - - - - - - - 

株式等 - - - - - - - - - - - - 223 - - 223

合計 102,145 35,051 - 99,337 6,796 185 97,560 29,357 44,605 751 - 33,297 223 - - 1,375,767

（単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）
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自己資本の充実の状況　～自己資本比率規制の第３の柱　～

　信用リスク削減手法に関する事項

■　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単位：百万円）

信用リスク削減手法 2025年3月末 2025年9月末

　ポートフォリオ
適格金融
資産担保

保証
クレジット・

デリバティブ
適格金融
資産担保

保証
クレジット・

デリバティブ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 4,378 - 4,105 -

　派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（単位：百万円）

（単位：百万円）

①派生商品取引合計

(ⅰ)外国為替関連取引

(ⅱ)金利関連取引

(ⅲ)金関連取引

(ⅳ)株式関連取引

(ⅴ)貴金属（金を除く）関連取引

(ⅵ)その他コモディティ関連取引

(ⅶ)クレジット・デリバティブ

②長期決済期間取引

合計

■　担保の種類別の額

　　　該当ありません

■　与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの種類別想定元本額

　　　該当ありません

■　信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

　　　該当ありません

60,607 62,163
（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

2025年3月末 2025年9月末

与信相当額の算出に用いる方式 カレントエクスポージャー方式 カレントエクスポージャー方式

グロス再構築コストの額 - 0

グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン合計額から
担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の
与信相当額を差し引いた額

- -

（注）グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っています。

2025年3月末 2025年9月末

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案す
る前の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案し
た後の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案す
る前の与信相当額

担保による信用リスク削
減手法の効果を勘案し
た後の与信相当額

              -               -               -               -

              -               -               -               -

              -               - 0 0

              -               -               -               -

              -               -               -               -

              -               -               -               -

              -               -               -               -

              -               - 0 0

              -               -               -               -

              -               -               -               -
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自己資本の充実の状況　～　自己資本比率規制の第３の柱　～

　証券化エクスポージャーに関する事項

　　該当ありません

　出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

2025年3月末 2025年9月末

貸借対照表
計上額

時価
貸借対照表

計上額
時価

■　貸借対照表計上額及び時価 上場株式等 175 175 199 199

非上場株式等 5,106 5,106 5,105 5,105

合計 5,281 5,281 5,305 5,305

（単位：百万円）

2025年3月末 2025年9月末

■　出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 売却益 0 -

売却損 - -

償却 - -

評価損益 83 108

■　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 評価損益 - -

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー

金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

金利リスク

2025年3月末 2025年9月末 2025年3月末 2025年9月末

1 14,563 13,915 1,121 1,273

2 0 0 0 0

3 11,655 10,983

4

5

6

7 14,563 13,915 1,121 1,273

8 39,155 41,018

ΔNII

上方パラレルシフト

区分

■　貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない
■　評価損益の額

2025年3月末 2025年9月末

4,006 4,005

最大値

項番
ΔEVE

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

自己資本の額

（注）金利リスクの算定手法の概要は、「定性的な開示事項」の項目に記載しています。
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